
主なご対応例（デュアルＣＲの場合）

●「アナログ＋デジタルのデュアル方式」の簡易無線局の場合の対応例

① ご使用のデュアルＣＲの
アナログ停波措置による
継続利用

（「R6.11.30使用期限前」に停波措置）

注：本ページは、主な対応例を説明用に略図化したものです。
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② ご使用のデュアルＣＲの
アナログ停波措置による
継続利用

「R6.11.30」まではアナログ波を使用し、
「R6.12.1以降」にアナログ停波措置実施
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国への
再免許手続
次期（5年後）

最長５年間の間に停波措置実施
（停波措置の際は国への変更手続）

国への
変更手続
（ＡＤ⇒Ｄ）

次ページ参照

＜令和６年11月30日までに再免許申請書を提出する場合＞（R6.11.30以降に免許の有効期間が満了する無線局）

国への
変更手続
（ＡＤ⇒Ｄ）

国への
再免許手続

＜令和６年12月1日から令和11年８月29日までに再免許申請書を提出する場合＞

③ ご使用のデュアルＣＲの
アナログ停波措置による
継続利用

アナログ停波措置が行われていない無線設備の再免許は不可

対
応
完
了



主なご対応例（アナログＣＲの場合）

デジタルＣＲ
（免許局）
を購入

国への
変更手続
（Ａ⇒Ｄ）

国への
再免許手続

ＩＰ無線等の
購入・利用
開始の申込

●「アナログ方式のみ」の簡易無線局の場合の対応例

対
応
完
了

令和６年１２月１日以降の利用は、電波法違反です！
（再免許もできません）

デジタルＣＲ
（登録局）
を購入等

国への
登録（開設）

手続

対
応
完
了

⑤ ご使用のアナログＣＲから
デジタルＣＲ（登録局）への
買換えによる継続利用

アナログCR局の
手続は原則不要

必要に応じて廃止届の提出は可

⑥ ご使用のアナログＣＲから
ＩＰ無線等、他の通信機器
を利用

対
応
完
了

アナログCR局の
手続は原則不要

必要に応じて廃止届の提出は可

⑦ ご使用のアナログＣＲを
継続利用

注：本ページは、主な対応例を説明用に略図化したものです。

④ ご使用のアナログＣＲから
デジタルＣＲ（免許局）への
買換えによる継続利用




